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Ａ－１

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

※機械設備の接続先参考位置は，配置図に記載

   



（１）　学校名　　　仙台市立袋原小学校

（２）　所在地　　　仙台市太白区中田町字法地南４番地の２

　　　　　　　　　　（地名地番：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）　敷地面積　　19,499㎡

（４）　用途地域　　第一種低層住居専用地域（一部　第一種住居地域）

　　　　　　（５）　構　造　　　校　　舎：軽量鉄骨プレハブ造

教室部桁行：天井下　ﾌﾟﾘﾝト合板ｔ4.0ﾊﾟﾈﾙ式 又は ﾊﾟﾈﾙ工法(外壁ﾊﾟﾈﾙ同等) 又は 両面石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(t≧9.5)

仮設校舎仕様書

一　般　事　項

安全管理

が，学校側との協議を経て最終決定とすること。

仮囲い等

１．設置目的

２．設置学校名及び教室数

建　築　関　連　仕　様

安全措置

構　造 軽量鉄骨プレハブ造

基　礎
　　　　　　　　　　＊掘削の際には事前に埋設物等の調査を行い，十分に注意して掘削を実施すること。
　　　　　　　　　　　図面にない配管等があった場合は学校施設課担当者と協議のうえ適切に対応すること。

仮囲いは金網式養生枠（H1.8m）を標準とする。(一定期間のみｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ等を設置する箇所は打合わせによる)

校　舎　棟

束／木：75*75＠910　根ガラミ（防腐処理は行わないこと）

束石：コンクリートブロック製＠910

床　組

屋　根 カラールーフデッキ　t0.6　　　　裏：ウレタンペフ貼　t4

軒裏：ルーフデッキ表し

錺 樋：（軒）□120(塩ビ)　　　　　　（竪）75φ（塩ビ）

水切カラー鉄板ｔ0.27（かざり）

外　壁 パネル工法　　　　　　　　外側：カラー鉄板　t0.35

※同等以上とする　　　　　内部：硬質ポリウレタンフォーム　t22

　　　　　　　　　　　　　内側：塩ビ鋼板　t0.35

建　具 ｼﾙﾊﾞｰｱﾙﾐ製(ｶﾗｰも可) 　　　外部：アルミサッシ二段窓　　（居室については1/50の有効開口確保のこと）

　　　　　　　　　　　　　内部：アルミサッシ上部一段窓

※　三枚引き戸については段差解消のため敷居はﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ（Ｍﾚｰﾙ等）によること。

ガラス

延焼のおそれのある部分及び２階以上の消防有効開口：網入りガラス　t6.8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（網入りガラス＝建築基準法2条九の二のロに規定する防火設備(旧乙種防火戸)）

間仕切

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊図示により指定がある場合は上記によらず天井下まで全面防火界壁とする

そ　の　他：両面石膏ボード(t12.5) 又は ﾊﾟﾈﾙ工法(外壁ﾊﾟﾈﾙ同等)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊パネル工法以外の間仕切り内部：(断)グラスウールt50充填
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊壁面の室内側石膏ボードは化粧石膏ボード又は塗装仕上げとすること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塗料は下記による。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊特別教室等で火気使用のある場合は上記によらず準不燃材料以上の仕上げとする。

天　井 カラー合板t2.5　パネル式（天井裏（断）ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｔ100敷込み）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊特別教室等で火気使用のある場合は上記によらず準不燃材料以上の仕上げとする。

内装等 ・合板類のホルムアルデヒドの放散量は，JASで定めるF☆☆☆☆のものとする。

・壁紙のホルムアルデヒドの放散量は，「生活環境の安全に配慮したインテリア材料に関するガイドライン

　（ISM）」又はこれと同等の基準・性能に適合するものとする。

・ビニル床シート及びビニル巾木等に使用する接着剤は，ホルムアルデヒド不検出のもで，水性系または，

　トルエン、キシレン等の揮発性有機化合物を含まないものとする。また，接着剤に含まれる可塑剤は，

　難揮発性のものとする。

・木材保存剤（木材の防腐・防蟻処理）は，非有機リン系とすること。クロルピルホスは使用しないこと。

・木材の防腐・防蟻処理は工場における加圧処理とし，十分に乾燥を行うこと。現場塗布は行わないこと。

・塗料は，鉛を含まず，水系のもので厚生労働省指針値規制１３化学物質を配合せず，TVOCの放散量ができ

　るだけ少ないものを選択し，担当者の承諾を得て決定のこと。

・塗装は全て２回塗り以上とし、ベージュ色又はクリーム色を標準とすること。

雑

段差 各室の床は段差なしとする。内部の出入口についても同様とする。

その他

・各掲示板については、リース対応又は合板に掲示クロス(F☆☆☆☆)とすること。

・備品取付位置、各種仕様等については、学校側担当者とも協議のうえ最終決定する。

・出入り口の有効寸法は概ね90cmとする。ただし渡り廊下側出入り口の有効寸法は120cm以上とする。

　　　　　　天井裏(小屋裏)　防火界壁　両面石膏ボード(t12.5+t9.5)二重貼　（準耐火構造）

教室部梁行：両面石膏ボード(t12.5+t9.5)二重貼　（準耐火構造）

児童急増に伴う仮設校舎として利用する。

鉄筋コンクリート造布基礎　W=150

既存設備配管埋設は十分に注意して掘削を実施すること。

　　　　　配置に関わる桝等については、そのまま床下に収め床下点検口を設置し点検出来るようにする

・誘導標識(数量適宜)　　・各室の窓はブラインド又はカーテン設置（色：白・アイボリー）

・普通教室前には掲示板(H1,800×W3,600)、各室には室名札(1箇所)を設置すること。

・上記以外の各室の窓もブラインド又はカーテン設置(色:白・アイボリー)
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ブラインドの設置については学校側と協議のうえカーテンに変更しても構わない

渡り廊下から仮設校舎に入る出入口部分は，台車等の通行を考慮し段差なし若しくはスロープ処理とする。

３．着　手　日

契約日より５日以内

４．賃借期間

５．賃貸借の範囲

６．計画日程（予定）

７．注意事項

（１）　工事に当たっては児童・生徒を含む第３者の安全確保に万全を期すこと。なお，工事では下記事項並び

　　　　に工事仕様等に基づくほか，教育委員会の指示に従うこと。

（２）　建築基準法、消防法その他関係法令等を尊守し、適合すること。

（３）　建築基準法の改正に伴い，構造計算適合性判定を受ける必要がある場合の手数料については，本契約に

　　　　含めるものとする。ただし,本仕様書中で建築基準法第85条第5項の仮設建築物の許可を受けることとされ

平成19年6月20日・国住指第1332号　建築物の安全性の確保を図るための

建築基準法等の一部を改正する法律等の施行について（技術的助言）による( )　　　　ている場合についてはこの限りでない。

　　　　決定する。

（５）　工事竣工写真を提出すること。　建上げ完了・内部：各室２ヶ所，外観：４ヶ所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解体完了・原状復旧確認：３ヶ所（校舎・渡り廊下）

（６）　夏季及び冬季休校期間に建築・設備（附帯含む）の保守点検を行い，その結果を教育委員会に報告すること。

　　　　修繕費については原則として貸主側の負担とするが，例外的なものについては，別途協議する。

（７）　賃貸借料は下記のとおり支払うものとする。

工事期間中は工事搬出入口周辺の指定箇所に交通誘導員を配置するが、必要に応じ交通誘導員の配置や人数を

適宜変更すること。工事資材の搬出入時間は学校と協議し、登下校時間と休み時間を避けること。

（登校時間：7:30～8:30頃まで、下校時間：13:30～16時頃）

・室名札（記入内容は学校側に確認する）　・外出入口ｺﾝｸﾘｰﾄ踏段(L1800,W300)

外部：トーメイ　t4～t5　　　　　※学校用強化ガラス又は同等の強化ガラス

内部：トーメイ　t4～t5　　　　　※学校用強化ガラス又は同等の強化ガラス

 大引：鋼製　C-74*45*15*2.3＠910

　　　　　こと。

車両進入口にはW=6ｍのキャスターゲート(鍵付)を設置すること。仮設計画については図面に明記している

着手の日から平成２５年４月下旬まで：準備期間（学校打合せ，各種許認可手続及び協議 等）

（４）　仮設校舎の設置場所は，学校施設課（以下，発注担当課という）及び学校側担当者の立会いを受け最終

　　　　　　　　　　渡り廊下：軽量鉄骨造又は軽量鉄骨プレハブ造　

（６）　階　数　　　校　　舎：２階建

（７）　面　積　　　校　　舎：≒697.12㎡

（８）　概　要　　　校　　舎：普通教室５、男女便所各２、配膳室１、教材室、階段下倉庫

　　　　　　　　　　渡り廊下：≒56.41㎡

　　　　　　　　　　渡り廊下：平屋建

　　　　　　　　　　渡り廊下：既存校舎へ接続

　　　　　　　　　　付 属 棟：油庫（貯蔵数量：200L未満）

　　　　　　　　　　　　　　　受水槽加圧給水ポンプ室（有効3ｔ、外周フェンス設置）

平成２５年５月上旬から平成２５年７下旬まで：建上げ工事

平成２５年８月１日から平成３０年３月３１日まで（５６ヶ月）

平成２５年８月１日から平成３０年３月３１日まで：賃貸借期間（引越し期間及び使用期間）

平成３０年４月１日から平成３０年５月３１日まで：解体工事

工　事　仕　様

建上げ及び解体工事に係る工事の仕様は下記による。

なお，用語の定義として，賃貸借契約の貸主を本文中は施工者に読み替えて適用する。

１．　本工事は，下記事項並びに仙台市営繕工事標準仕様書（建築工事編，電気設備・機械設備工事編）

　　　施工させること。

　　　を，工事完了時に提出すること。特に隠蔽部については遺漏のないよう注意すること。

８．　本工事に必要な関係各所への申請等の手続きは施工者が代行し，その費用を負担すること。

９．　工事期間中は，火災，安全衛生の管理を厳にし，関係法令等に従い適切な措置を行うこと。

１０．仮囲いは，適切な材料及び構造のものを図示の範囲に設置し，第三者の安全管理に努めること。

　　　直ちに復旧すること。この場合の復旧の費用は，原因者の負担とする。

１２．建設工事公衆災害防止対策要綱（平成５年１月１２日建設省経建発第１号）に基づき，適正な措置

　　　を行うこと。

１３．設計図書に記載のある建築材料の製造所名，製品名及び施工業者名等は，その材料及び工法と同等

　　　以上のもので，見本，カタログ，施工図その他の資料等を担当者に提出して承諾を受け決定する。

１４．本工事における設計図書の優先順位は，①　現場説明書（質疑応答書を含む）②　設計図書（仮設

　　　校舎仕様書を含む）③　標準仕様書の順とする。

１５．プレハブ等において，本市の設計図書に依りがたい箇所が生じた場合は，構造計算書，仕様書，図

１７．建設副産物は，資源の有効な利用の促進に関する法律（リサイクル法）及び建設工事に係る資材の

　　　再資源化に関する法律（建設リサイクル法）及びその他関係法令，並びに仙台市発注工事における

　　　建設副産物適正処理推進要綱に従い処理すること。

　　　なお，上記要綱に基づき，建設副産物等の報告書を担当者に提出すること。

１８．完成図の引き渡し

　　　　※　完成原図　　　：［完成図，完成年月，施工者名］を表紙に記入すること。　１部

　　　　※　ＣＡＤデータ（JWW又はDX形式,CDR保存）　　　　　　　　　　　　　　　　 １部

　　　　※　完成図2つ折製本：［Ａ４版見開き，図面Ａ３白焼き］　　 　　　　　　　　１部

　　　　　　(仕様書等・建築・電気・機械の各図面,表紙及び背表紙に件名並びに施工者名を記載）

　　　　※　工事写真帳，各試験成績表，各許認可関係書類：［任意様式］ 　　　　　　 １部

１９．本工事が，労働者災害補償保険法の適用事業となる場合は，速やかに法定保険に加入しなければなら

　　　ない。

２０．建設発生材以外の工事現場から発生するゴミ等について，分別収集に努めること。

　　　指示による。また，提出する書類はできる限り再生紙を使用すること。

２２．施工者は工事資材その他の運搬において過積載などの違法運行を行わないようにすること。

２３．施工者は下請け施工業者の利益を不当に害することのないよう公正な取引を行うこと。

２４．工事用電力・用水は，学校施設管理者の承諾を得て，有償にて利用することができる。

２５．発生土の処理は，別に指定がある場合を除き構外搬出適切処理すること。

２６．施工者は建上げ後，リース備品の搬入まで完了した段階で室内空気中化学物質の精密測定を行うこと。

　　　濃度測定を行う化学物質：６物質（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ，ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ，ﾄﾙｴﾝ，ｷｼﾚﾝ，ｽﾁﾚﾝ，ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ）

　　　（詳細は市有施設の新築・改築時等におけるシックハウス対策マニュアルを参照のこと）

２７．施工者は建上げ後，引渡しに際して学校の代表者に当該賃貸借物件の主要な設備等について，取り扱いの

　　　説明を行い，併せて主要な設備等の取り扱い説明書，必要な器具等及び鍵の引き渡しを行うこと。

２８．リース終了解体後の原状復旧は，埋戻し材料は山砂・川砂の混合を使用し、各層200mm程度ごとに水締め、

　　　の承諾を受けてから使用すること。

１６．関係各所への協議・申請等の諸手続きを経て作成された設計図を建て上げ工事の着工前迄にＡ４版

　　　測定箇所：３箇所，測定場所は指示による。　　　

　　　機器による締め固めを行うこと。なお、表層(30mm)には川砂を敷均し整地すること。

３．　建設業法の定める区分に従い技術者(以下、技術者という)を適正に配置すること。

４．　施工者は工事施工中，現場に現場代理人を常駐させ工事の運営、取締りに当たらせること。

５．　技術者は，実施工程表,施工計画書，施工図等を迅速に作成し，使用資材及び機材等の適切な

６．　技術者は，各職の業務内容，工事進捗状況及び資材の搬入状況等の必要事項を記入した日報を

７．　技術者は，仙台市営繕工事写真作成標準を参照して工事施工状況及び進捗状況を示す工事写真

　　　平成２２年５月以降により施工のこと。

２．　電気，機械設備工事を一部下請負にだす場合は，原則として平成２２年度仙台市入札参加資格者に

　　　選定を行い,これらについて,発注担当課の承諾または確認を受けてから施工を行うこと。

　　　発注担当課の指示に従い遅滞なく提出すること。

１１．既存構造物等に損傷を与えぬよう注意すること。誤って損傷を与えた場合は，発注担当課と協議の上，

　　　面その他の資料により，本市の設計図書同等以上と発注担当課が認めた場合に限り，メーカー仕様とす

　　　ることができる。なお、設計図書に明記されていない材料及び工法は均衡を得たものとし、発注担当課

　　　見開き(図面Ａ３版白焼き)に縮小製本し、発注担当課へ１部提出のこと。

２１．工事書類は紙製引き出し式ストックケースに収納して提出すること。書類が少量の場合は，発注担当課の

この契約には賃料のほか，仮設校舎の建上げ・解体工事一式を含むものとする。

※電気の埋設配線がある可能性があるので，図面をもとに試掘すること。
影響する位置に配線が発見された場合の対応は，協議とする。

２９．本賃貸借による建上げ工事において，一時撤去する暗渠排水管等は，建物解体後に現況復旧するものとする。

　　　また、一時撤去する際には、発注者と協議のうえ既存部分に影響を及ぼさないような措置を施すこと。

　　　暗渠排水管を撤去した場合は，土砂等が管内に流入しないよう端部を塞ぐこと。

第1回 建上げ工事着手日以降請求のあった日から30日以内に平成25年度賃貸借料相当分        

第2回 平成25年8月1日以降請求のあった日から30日以内に平成25年度賃貸借料相当分のうち建上工事費相当分の残金        

第3回 平成25年10月1日以降請求のあった日から30日以内に平成25年度賃貸借料相当分の2/8(千円未満切り捨て)        

第4回 平成26年1月1日以降請求のあった日から30日以内に平成25年度賃貸借料相当分の3/8(千円未満切り捨て)        

第5回 平成26年4月1日以降請求のあった日から30日以内に平成25年度賃貸借料相当分の残金        

第6回 平成26年7月1日以降請求のあった日から30日以内に平成26年度賃貸借料相当分の1/4(千円未満切り捨て)        

第7回 平成26年10月1日以降請求のあった日から30日以内に平成26年度賃貸借料相当分の1/4(千円未満切り捨て)        

第8回 平成27年1月1日以降請求のあった日から30日以内に平成26年度賃貸借料相当分の1/4(千円未満切り捨て)        

第9回 平成27年4月1日以降請求のあった日から30日以内に平成26年度賃貸借料相当分の残金        

第10回 平成27年7月1日以降請求のあった日から30日以内に平成27年度賃貸借料相当分の1/4(千円未満切り捨て)        

第11回 平成27年10月1日以降請求のあった日から30日以内に平成27年度賃貸借料相当分の1/4(千円未満切り捨て)        

第12回 平成28年1月1日以降請求のあった日から30日以内に平成27年度賃貸借料相当分の1/4(千円未満切り捨て)        

第13回 平成28年4月1日以降請求のあった日から30日以内に平成27年度賃貸借料相当分の残金        

第14回 平成28年7月1日以降請求のあった日から30日以内に平成28年度賃貸借料相当分の1/4(千円未満切り捨て)        

第15回 平成28年10月1日以降請求のあった日から30日以内に平成28年度賃貸借料相当分の1/4(千円未満切り捨て)        

第16回 平成29年1月1日以降請求のあった日から30日以内に平成28年度賃貸借料相当分の1/4(千円未満切り捨て)        

第17回 平成29年4月1日以降請求のあった日から30日以内に平成28年度賃貸借料相当分の残金        

第18回 平成29年7月1日以降請求のあった日から30日以内に平成29年度賃貸借料相当分の1/4(千円未満切り捨て)        

第19回 平成29年10月1日以降請求のあった日から30日以内に平成29年度賃貸借料相当分の1/4(千円未満切り捨て)        

第20回 平成30年1月1日以降請求のあった日から30日以内に平成29年度賃貸借料相当分の1/4(千円未満切り捨て)        

第21回 平成30年4月1日以降請求のあった日から30日以内に平成29年度賃貸借料相当分の残金        

第22回 平成30年6月1日以降請求のあった日から30日以内に平成30年度賃貸借料相当分        

  ただし，上記項目の履行に不備がある場合は，この限りでない。       

　         

＊ 平成24年度賃借料相当分：建上工事費の4/10相当額        

　 平成25年度賃借料相当分：建上工事費の残金相当額及び平成25年度8ヶ月分のリース料相当額

　 平成26年度賃借料相当分：平成26年度12ヶ月分のリース料相当額        

　 平成27年度賃借料相当分：平成27年度12ヶ月分のリース料相当額        

　 平成28年度賃借料相当分：平成28年度12ヶ月分のリース料相当額        

　 平成29年度賃借料相当分：平成29年度12ヶ月分のリース料相当額        

 平成30年度賃借料相当分：解体工事費相当額        

 注) 上記相当額は，入札後に教育委員会で定めた額とする。       

工事名称

図面名称 縮尺 図面番号設計年月日

特記事項
教 育 局 総 務 企 画 部 学 校 施 設 課

Ａ-１仮設校舎仕様書（１）Ｈ24年10月

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借



１室あたり
室　　名 室数 給水 ガス エアコン 扇風機 換気扇 FFストーブ コンセント 蛍光灯 その他

部屋広さ
特記なき限り 壁:単相100V57W max33.5W 通常:FL40W2灯

3相200V規　　格
風量1200㎡/hｽﾃﾝﾚｽ製流し 天:単相100V47W 黒板:FL40W1灯

1教室=4ｽﾊﾟﾝ

*5.5ｽﾊﾟﾝ

その他 ・引き違い戸等には指はさまれ防止の対策を行うこと（ゴム製戸当たり等）。

・建築基準法第85条第5項の仮設建築物の許可を受けること。

普通教室 5馬力×1 1 1箇所
黒板×2

1

通常×6

※流し台はｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)厚さ1.0㎜以上を使用した加工品（アンゴル溶接又はプレス加工品）
万能ホーム水栓、固形石鹸棚設置

　　　　※自動火災報知設備は,既存校舎内職員室の複合防災盤に接続すること 。点検口を設置すること。

「消火器：粉末ABC10号壁付,表示板共」「非常放送(一般放送兼用)」

建築基準法,消防法等関係法規に適合するよう下記の設備を設置すること。消防設備

端子を職員室に設置する。（２回線）電　話
設　備　機　器　表

男子便所

(各階1箇所)

便　所　機　器　表
女子便所

(各階1箇所)

天井扇風機×2

配膳室 1室

1教室

通常×2

「自動火災報知設備一式」「避難誘導標識」「屋内消火設備(パッケージ型消火設備,1階当たり2箇所)」

　　　　※避難誘導標識,消火器の設置数等は消防署との協議により最終決定する。

・漏電ブレーカー付分電盤を使用し,メインブレーカーの他に各階毎照明とｺﾝｾﾝﾄを分け回路をとること。

・便所については,ロータンク型水洗便器とすること。

その他

・雑排水処理は,汚水桝まで接続すること。図面で枡の位置に特記がある場合はそれに従うこと。

・外部には,タイマー等で自動点灯及び消灯可能な水銀灯（100W）を8箇所程度設置すること。位置につ

　いては,学校との協議により決定すること。

・消防,建築行政関係,上下水道,電気,電話,ガス等の関係各所との協議・申請及び工事も本契約に含む。

・電気保安協会の立会費用・電力工事費・水道工事費・ガス工事費は本契約に含む。

・リース期間中の本建物附帯設備(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ・消防設備等）の定期点検（年２回）　も本契約に含む。

校内LAN×２回線

ｲﾝﾀｰﾎﾝ×１

・校内LANは,既設校舎情報ﾗｯｸから,仮設校舎各階の端子盤へ対応ｹｰﾌﾞﾙを2系統配線すること。

　端子盤から,各教室の情報コンセントへ２系統配線し,接続すること。

15.3Ｋｗ

　ただし水道開発負担金が生じた場合のみ別途支払う。

大便器(和１，洋２)

手洗い蛇口　　２

手洗い蛇口　２

小便器　　３

大便器(和1，洋１)

ＳＫ　１

ＳＫ　１

2栓

@3,600
通常×6　程度

※防雨型

通常×1

通常×2

通常×22口×1

2口×1

2口×1

1

1

1室

2室

2室

 室昇降口

男子便所手洗い

女子便所手洗い

階段下倉庫

渡り廊下

手洗い水飲み場

2口×2

下記による

下記による

通常×6

パネルヒーター
（凍結防止用）

（凍結防止用）
パネルヒーター

5室

約0.6教室

約1.0教室

約0.2教室

約0.2教室

2箇所(1階)

3箇所(2階)

6栓(1階)

9栓(2階)

天井扇風機×2

TV端子

　　　　※上記の消防設備は普通階を想定したものであり,無窓階になる場合は別途協議となる。
　　　　　職員室の受信機のあきがない場合は仮設で増設を行うこと。（現状あき　あり(1回線) ・ なし）

2口×2
附属建物

渡り廊下 L=　約27.8ｍ（軽量鉄骨造  W=有効1800以上,H=2,400）

　  別紙詳細図参照のこと。

構造：土間コンクリート(はけ引き仕上げ)＋柱

　　　独立基礎＋柱   
　　　　　　　　　＊既存枡のうえを通過する場合は点検が可能な構造とすること
　　　　　　　　　＊既存外構を一時撤去する範囲は最低限とし撤去した場合はプレハブ解体時に復旧を行うこと
　　　　　　　　　＊台車等が通るので段差が出ないようにし、傾斜勾配については学校側に確認をとること

屋根：折版　t0.6
　　　　　　　　　＊出入口開口部分樋設置（（軒）□120(塩ビ)、（竪）75φ（塩ビ）、近接する雨水枡又は側溝に接続）

腰板：カラー鉄板パネル
　　　　　　　　　＊腰壁の下部は開放し、雨水等が床に溜まらないようにすること

・雨水は,竪樋を地表に開放とし既存側溝で処理する。

設　備　関　連　仕　様

一般事項 電線・ケーブル等の材料については、環境に配慮したものを使用すること。

各設備（配線，配管，桝）は，別紙図面を参照し，下記要領で全て接続するよう検討すること。接続要領

　　給　　水：既存校舎の給水管に接続，詳細は別図による（協議も本契約に含む）

　　雨水排水：既存校舎の雨水枡に接続,詳細は別図による（協議も本契約に含む）

電　灯

給排水

暖　房 FFストーブの設置箇所及び台数は,図面又は機器表によるものとする（各教室１台）。

冷　房

扇風機 壁掛扇風機及び天井扇風機(壁掛，天井とも風量切替機能付)の設置箇所及び台数は,機器表によるものとする。

仕様は下記のとおりとする。

　　　天井扇風機(ｽｲｯﾁ付)羽根径40㎝以上  単相100V 消費電力47W 風速3.98m/秒 風量4,320m3/h

　　　壁掛扇風機　　　　羽根径40㎝以上  単相100V 消費電力57W 風速3.9m/秒 風量3,840m3/h

　　ガ　　ス：既設ガス配管に接続，詳細は別図による（協議も本契約に含む）

　　通　　信：既存校舎からの配線を利用し電話を設置する。電話機は別途教育委員会で設置する。

　　電　　気：別紙E-1,E-2を参照のこと。(協議も本契約に含む)

※　仮設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ用基礎を設置すること。（賃貸借完了後の撤去を含む）

　　電　　話：NTT引込用の配管の敷設及び既設配管の撤去を行う。別紙E-3を参照のこと。

一般・非常放送兼用とし,各室にはアッテネーターを設置すること。

各室(1台)と廊下(1階当たり3台)に室内放送用スピーカー（3W/1W）を設置すること。

放　送

　　※器具の種類及び数量については,仮設校舎の形状等に伴い適宜選定するものとする。

廊下（１階当たり）：FL40W  2灯×8　約5m間隔で設置すること。

　　※電灯スイッチは黒板用１,室内用２とし,前部出入口付近に設置すること。

壁掛型非常業務兼用アンプ(10局60W相当)を増設し,既設設備と連動させること。

　　汚水排水：既存校舎の汚水枡に接続,詳細は別図による（協議も本契約に含む）

天吊型エアコン（3相200V）の設置台数,箇所,能力は,図面又は機器表によるものとする。

手洗い水飲場：万能ﾎｰﾑ水栓 蛇口は図面又は機器表記載の数・固形石鹸棚設置

　　　　流し台はｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)厚さ1.0㎜以上を使用した加工品(ｱﾙｺﾞﾝ溶接又はﾌﾟﾚｽ加工品)

仕様：灯油式FFストーブ　15.3Ｋｗ  ベースタンク　給排気ガード(1階のみ)

※　教室のFF暖房機には保護ガードを取り付けること。

配膳室（１室当たり）：FL40W  2灯×2　　昇降口：FL40W　2灯×6

渡り廊下：FL40W  2灯×6（防雨型）約3.6m間隔で設置すること。　　外階段：FL40W　2灯（防雨型）

別紙詳細図参照のこと。油庫

普通教室（約67㎡）当たり  : FL40W  2灯×6, FL40W  1灯×2（黒板用）

　※便器など便所の機器数については図面又は機器表に記載
　※洋式大便器･小便器のうち１つは手すり設置のこと
　※年２回程度の定期点検をおこなうこと
　※給水管には凍結防止に必要な措置を施すこと。外気に直接接する場合は電熱ﾋｰﾀｰ等により凍結を予防すること。
　※水抜き栓を設置する。室内から操作が出来る位置とすること。

ガ　ス 機器表又は各室仕様詳細一覧に特記してある箇所には,ガス設備を設けること。

便所手洗： 　ホーム水洗　蛇口　耐食鏡(360×450程度)　・　固形石鹸棚設置 （各便所に設置）

　　　　　各便所に設置,台数は図面に特記  

　　　　設置位置は図面に特記,寸法：（１階）3,640*400*H700程度×２箇所

（２階）3,640*400*H700程度×２箇所、1,820*400*H700程度×１箇所

防犯警報機：既存校舎の防犯警報中継盤に仮設校舎からの配線を接続し非常用押込押釦(普通教室計9箇所、

廊下計4箇所、昇降口1箇所)、防犯警報中継盤（警報ﾌﾘｯｶｰﾌﾞｻﾞｰ付・各階3箇所）を設置すること。

弱電設備：既存校舎からの配線を行い,自火報,拡声,ｲﾝﾀｰﾎﾝ（各階1箇所）等の接続をする。建物内器具

　　　　配線等は新設する。別紙の既設校舎設備図を参照のこと。(消防協議も本契約に含む)

受水槽加圧給水ポンプ室
受水槽加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ室から600ｍｍの離れをとり外周にフェンスを設置すること

※　ガス漏れ警報機を設置すること。

TV共聴

ｺﾝｾﾝﾄ 設備機器表による。

換気扇 換気扇（排気用）の設置箇所及び台数は,図面又は各室仕上げ又は機器表によるものとする。

仕様：スイッチ内蔵引きひも式(引きひも連動式ｼｬｯﾀｰ) 埋込寸法350角以下  消費電力33.5W以下

　　　換気風量1,200m3/h以下　※ 騒音37db以下　外壁面給気口設置

普通教室へ放送室から学校内テレビ放送を行なえる様にすること。

端子：各教室1箇所、教室前面壁

※洋式大便器は暖房便座とする。

・給水は水質検査（ビル衛生管理法に基づく検査項目のうち，省略不可10項目を対象）を行い，

　飲料水の安全を確保し，検査成績書を添えて報告のこと。

一部スノコ敷き

　　W880×D400×H880 　　教師用棚に同じ備品収納棚

清掃用ロッカー

ダストボックス

　　W455×D515×H1,790

前部掲示板

補助黒板

(粉受・ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付)

※行事予定黒板

　　H1,200×W1,200

　　H1,200×W1,800

　　　規　　　格　品　　　名

　　アルミ枠、ホーロー製、グリーン

　　ピクチャーレール　L=3,600、FL+800

　　アルミ枠、ベルフォーム貼、FL+800

曲面黒板

(粉受・ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付)
　　W1,200×W3,600

　　アルミ枠、ホーロー製、グリーン

　　ピクチャーレール　L=3,600、FL+800

後部掲示板

OHPスクリーン

掛図ハンガー

テレビ台

オープンロッカー

教師用棚

時計

　　H1,500×W1,500

　　学校と協議をすること

　　W2,000×D450×H900

　　W880×D400×H880

オープンロッカー天端より（壁面掲示クロス可）

吊り下げ式

吊り下げ式

吊り下げ式

各教室40人分以上

トイレ備品リース　　男女各２

清掃用ロッカー

　品　　　名

ダストボックス

　　　規　　　格 　　　　　備　　　　　考

　　W455×D515×H1,790

配膳室備品リース　１箇所

　品　　　名 　　　規　　　格 　　　　　備　　　　　考

清掃用ロッカー

ダストボックス

　　W455×D515×H1,790

昇降口備品リース　　箇所

清掃用ロッカー

　品　　　名 　　　規　　　格 　　　　　備　　　　　考

　　W455×D515×H1,790

下足箱

足ふきマット 　　900×600程度

その他リース

足ふきマット

　品　　　名 　　　規　　　格 　　　　　備　　　　　考

　　900×600程度 　　渡り廊下から仮設校舎の出入り口に設置　1枚

※各室仕上げ表又は図面に特記してあるものは、上記の備品リースとは別に対応するものとする。

※数については、特記がある場合を除き各室１とする。

天吊型エアコン設置

手洗い洗面器設置（蛇口×1ヶ所)

FF暖房機設置

換気扇及び吸気口設置

窓には網戸設置

情報コンセント（２系統）設置

　　W1,500×D300

2口ｺﾝｾﾝﾄ×2設置(冷蔵庫用・掃除機用)

便器等の機器数は別表による

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ設置

換気扇及び吸気口設置

階段下下部

廊下巾≧有効1,800

引き違い扉

軒樋・竪樋設置

換気扇及び吸気口設置（防虫用）

ＳＫ設置（蛇口×1ヶ所）
出入口は2,700mm以上の開口を確保

床補強（冷蔵庫設置想定)

　※施錠可能なものとする

　　＊スチールラック、冷蔵庫については健康教育課にて対応するためリースには含まない
　　H1,200×W7,200

備品リース一覧
普通教室備品リース　　　５教室

　　360人程度対応可能とする

天井扇風機設置（２ヶ所)

出入り口部分庇　W5,460×D910

　　出入り口(3枚)、廊下部分(4枚）に設置　7枚

同　　上

　　　床 幅　木教　室　名 大きさ・室数

各室仕様詳細一覧

壁 天　井 設備特記事項天井高さ そ　の　他

床パネル：ｺﾝﾊﾟﾈt12

雑幅木

桁行外側：塩ビ鋼板

木製廻縁

ｶﾗｰ合板ｔ2.5ﾊﾟﾈﾙ式
≧3,000

有効幅2,300以上

ｾﾌﾃｨﾊﾝｶﾞｰ40個

9,100×7,280

5,460×7,280

　室

１室

１室

同　　上

各２室

同　　上 同　上 同　上

普通教室

配膳室

昇降口

男子便所

女子便所

階段下倉庫

廊下

同　　上

同　　上

同　上

同　上

同　上

同　上

(内部硬質ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt22)

桁行内側：ﾌﾟﾘﾝﾄ合板t4ﾊﾟﾈﾙ式

梁行：両面石膏ボード(t12.5＋t9.5)

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

根太：90/3×90＠300

下地：耐水合板t5.5

仕上：長尺塩ビシートt2

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ仕上げ
同　　上

同　　上

同　　上

階段裏表し

同　上

同　上

同　上

５室

9,100×7,280

図面名称

工事名称

縮尺 図面番号設計年月日

特記事項
教 育 局 総 務 企 画 部 学 校 施 設 課

Ａ-２仮設校舎仕様書（２）

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

Ｈ24年10月



特記事項

設計年月日

工事名称

図面名称 縮尺 図面番号
＊この図面はあくまでも参考図であり、詳細寸法及び詳細仕様については本図面と同等であれば、各社の仕様に基づいたものにして構わない

配置図　Ｓ＝１／１０００

1／800案内図，配置図 Ａ-３

仙 台 市 教 育 局 総 務 企 画 部 学 校 施 設 課 仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

Ｈ24年10月

運 動 場 敷 地 　 9,769㎡

プ ール

屋 内 運 動 場
既 存 校 舎

建 物 敷 地　 8,906㎡

コ ミ ュ ニ テ ィ
児 童 館

門
門

門

仮 設 校 舎 （ 今回 設 置 ）

（ 北 に 矢印 を 付 す ）

方   位

2,000

設置場所：仙台市太白区中田町字法地南４番地の２

（仙台市立袋原小学校）

案内図

受 水 槽 加 圧 給水 ポ ン プ 室 （ 今回 設 置 ）

渡 り 廊 下 （ 今 回 設置 ）

10
,0

00

既 設雨 水 桝  600× 600H

既 設 汚 水桝  600× 600H

※ 既 設 雨 水 桝 ・既 設 汚 水 桝 に つ いて は ，

　 接 続 先 の 参 考と し て 記 載 し た もの



体育館

既存ポーチ

庇

既存校舎

既存グレーチング犬走り

体育館

庇

既存ポーチ

既存校舎

仮設校舎
ＷＣ

既存ポーチ

犬走り 既存グレーチング

仮囲い（北側部分）　渡り廊下建設時　Ｓ＝1／500

仮設校舎
ＷＣ

既存ポーチ 金網式養生枠 H=1,800

金網式養生枠 H=1,800

仮囲い（北側部分）　仮設校舎建設時　Ｓ＝1／500

1
0,

00
0

2,000

14,000

3,
00

0

2,
00

0

2,000

特記事項

設計年月日

工事名称

図面名称 縮尺 図面番号
＊この図面はあくまでも参考図であり、詳細寸法及び詳細仕様については本図面と同等であれば、各社の仕様に基づいたものにして構わない

仮設計画図　Ｓ＝１／１０００

仮設計画図 Ａ-４

仙 台 市 教 育 局 総 務 企 画 部 学 校 施 設 課

Ｈ24年10月

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

金網式養生枠 H=1,800

仮設校舎

キャスターゲート

金網式養生枠 H=1.8m

　W=5m H=1.8m

キャスターゲート W=5m H=1.8m　１箇所

※仮設校舎建設時のもの。渡り廊下建設時については，右図参照のこと

※校門からキャスターゲートの間を工事関係車両が通行するときは，単管

　バリケード等で工事関係車両と児童等の通行エリアを分離すること。

※適切な方法で，通路を含む作業エリアを養生すること。

　【仮設校舎建設時】L=259m

　【渡り廊下建設時】L=370m



※　本賃貸借による建上げ工事において，一時撤去する暗渠排水管等は，建物解体後

　　また、一時撤去する際には、発注者と協議のうえ既存部分に影響を及ぼさないよ
　　うな措置を施すこと。

※　工事範囲内の遊具について
　　仮設校舎設置にあたり支障となる遊具については，学校施設課が撤去・移設を

　　行う

※　暗渠排水管を撤去した場合は，土砂等が管内に流入しないよう端部を塞ぐこと

工事名称

図面名称 縮　尺 図面番号
設計年月日

特記事項

教育局総務企画部学校施設課

Ａ－５外構図（参考）Ｈ24年10月

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

　　に現況復旧するものとする。



特記事項

＊この図面はあくまでも参考図であり、詳細寸法及び詳細仕様については本図面と同等であれば、各社の仕様に基づいたものにして構わない
設計年月日

工事名称

図面名称 縮尺 図面番号

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

平面図（参考） 1／200 Ａ-６Ｈ24年10月

仙 台 市 教 育 局 総 務 企 画 部 学 校 施 設 課

１階平面図　Ｓ＝１／２００

２階平面図　Ｓ＝１／２００

教材室 配膳室

女子便所 男子便所

普通教室

9,140 9,100 2,730 2,730 3,640 3,640 5,500

36,480

9,140 9,100 2,730 2,730 3,640 9,140

36,480

水飲み場
手洗い手洗い

水飲み場

女子便所 男子便所

(蛇口3)(蛇口6)

(蛇口6)

7,
28

0
2,

27
5

9
,5

55

7
,2

80
2
,2

7
5

9
,
55

5

渡り廊下(詳細別紙)

Ｕ字溝(300B)・鋼製グレーチング蓋設置

既存校舎南側の側溝に接続する。
渡り廊下及び油庫の下となる部分は，φ250程度の管で接続するものとする。
※校庭の水はけのために設置するものであるから，設置高及び勾配に配慮すること。

出入り可能な建具の設置場所を示す。

あおり止め付

普通教室 普通教室

普通教室 普通教室

ｴｱｺﾝ室外機

（架台設置）
防球ネット

階段下
倉庫

手洗い
水飲み場



手洗い流し（蛇口２）手洗い流し（蛇口２）

ＳＫ

ＳＫ

ロッカー

掃除用

ロッカー
掃除用

手洗い

（蛇口３）
水飲み場 水飲み場

（蛇口３）

手洗い

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

換気扇換気扇

リース備品、設備機器数及び各室仕様については別紙に記載

詳細寸法及び詳細仕様については本図面と同様であれば、各社の仕様に基づいたもので構わない

特記事項
工事名称

設計年月日 図面名称 図面番号縮尺

教 育 局 総 務 企 画 部 学 校 施 設 課 仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

平面詳細図（参考図） Ａ-７Ｈ24年10月

5,
46

0
1
,
82

0

2,730 2,7309,100

7,
2
80

＊備品等位置については学校側と協議のうえ最終決定とすること

後
部

掲
示

板

ごみ箱

オ
ー

プ
ン

ロ
ッ

カ
ー

オ
ー

プ
ン

ロ
ッ

カ
ー

オ
ー

プ
ン

ロ
ッ

カ
ー

清掃用ロッカー

教
師

用
棚

FFストーブ
天吊型エアコン

天井付扇風機天井付扇風機

廊下掲示板室名板

エアコン室外機

給気口換気扇
排気筒(ガード付)

ブラインド ブラインド

曲
面

黒
板

放送用スピーカー

時計

情報ｺﾝｾﾝﾄ

電灯ｽｲｯﾁ

補
助

黒
板

セフティハンガー(40個)

前
部

掲
示

板

2口ｺﾝｾﾝﾄ

(ガード付・架台設置)

テレビ端子
情報コンセント

普通教室詳細　Ｓ＝１／１００

2口ｺﾝｾﾝﾄ

ブラインド

網戸 換気扇 

ラ
ッ

ク
ラ

ッ
ク

ラ
ッ

ク
ラ

ッ
ク

ラ
ッ

ク

手洗い

2口ｺﾝｾﾝﾄ

ＳＫ

掃除用ロッカー
冷

蔵
庫

冷
蔵

庫
2口ｺﾝｾﾝﾄ

＊備品等位置については学校側と協議のうえ最終決定とすること

天井付扇風機

天井付扇風機

配膳室

配膳室詳細　Ｓ＝１／１００

＊配膳室は，全面床補強とする。

5,460

有効開口:2,700mm以上

7,
2
80

＊便器等の配置及び備品等位置については学校側と協議のうえ最終決定とする

便所詳細　Ｓ＝１／１００



特記事項

設計年月日

工事名称

図面名称 縮尺 図面番号
＊この図面はあくまでも参考図であり、詳細寸法及び詳細仕様については本図面と同等であれば、各社の仕様に基づいたものにして構わない

渡り廊下（参考） 1／200 Ａ-８

仙 台 市 教 育 局 総 務 企 画 部 学 校 施 設 課

Ｈ24年10月

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

体育館

既存ポーチ

庇

既存校舎

既存グレーチング犬走り

既存ポーチ

体育館

・

庇

既存ポーチ

桝部分は，箱抜きし，鋼板等で

蓋をすること

給食コンテナ通行に対応すること

1
,
4
0
0

既存校舎

仮設校舎

ＷＣ

既存ポーチ

犬走り

段差解消のための移動式の器具を配置し，

給食コンテナ通行に対応すること

仮設校舎入口部分(渡り廊下側)に

160

160

160

450

・ ±0

・ 160

・

・

・

既存グレーチング

1,900 1,820 1,820

2
,4

00

2
,4

00

2,
42

0

出入口部分
軒樋、竪樋設置
（雨水枡接続） 仮設校舎との離れ

100以上

折板 t0.6折板 t0.6

蛍光灯3.6m間隔
（防雨型　FL40W　2灯）

有効幅1,800以上

床：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｼｰﾄ貼

砕石敷込

1
,2

50
以

上
開

放

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
※高さは現場調整（階段不可）

仮
設

校
舎

立面図断面図

※水はけのために空ける

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

腰板：ｶﾗｰ鉄板ﾊﾟﾈﾙ式

渡り廊下　詳細　　Ｓ＝1／40

渡り廊下設置場所付近現況図　Ｓ＝1／200

渡り廊下　平面図　Ｓ＝1／200



設計年月日 図面番号

工事名称

図面名称

特記事項

矩計図（参考） 縮尺　　1/40

教 育 局 総 務 企 画 部 学 校 施 設 課

Ａ-９

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

Ｈ24年10月

普通教室

外側：カラー鉄板t0.35

水下

普通教室

廊下

廊下

GL

軒裏：カラールーフデッキ表し

タイトフレーム

落下防止手すり

内部：硬質ポリウレタンフォームt22

内側：塩ビ鋼板t0.35

アルミサッシ　引き違い窓

外側：カラー鉄板t0.35

内部：硬質ポリウレタンフォームt22

内側：塩ビ鋼板t0.35

外壁=パネル工法

外壁=パネル工法

水切カラー鉄板t0.27

コンクリート踏段

水勾配１/100

防火界壁：両面石膏ボードt12.5+t9.5

カラールーフデッキt0.6

裏：ウレタンペフ貼t4

木製回縁 カラー合板t2.5　パネル式

ブラインド設置

グラスウールt100:24㎏m3

梁行間仕切

防火界壁：両面石膏ボードt12.5+t9.5

内部（断）グラスウールｔ50

＊化粧ボードとする　

仕上げ　：長尺塩ビｼｰﾄt2

下地　　：耐水合板t5.5

床パネル：コンパネt12　根太90/3*90@300雑巾木

木製回縁 カラー合板t2.5　パネル式 グラスウールt100:24㎏/m3

ブラインド設置

梁行間仕切

防火界壁：両面石膏ボードt12.5+t9.5

＊化粧ボードとする　

内部（断）グラスウールｔ50
2
,7

00
以

上

仕上げ　：長尺塩ビｼｰﾄt2

下地　　：耐水合板t5.5

床パネル：コンパネt12　根太90/3*90@300雑巾木

カラー合板t2.5　パネル式

火気使用室の場合は準不燃以上仕上げ

木製回縁

カーテン設置

アルミサッシ　引き違い窓

掲示板（H1,200*W3,600）
梁行間仕切

＊化粧ボードとする　

防火界壁：両面石膏ボードt12.5+t9.5

内部（断）グラスウールｔ50

セフティハンガー40個@130：1教室

ﾌﾟﾘﾝト合板ｔ4.0ﾊﾟﾈﾙ式
又は

ﾊﾟﾈﾙ工法(外壁ﾊﾟﾈﾙ同等)
又は

両面化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(t≧9.5)
＊内部（断）グラスウールｔ50

防火界壁：両面石膏ボードt12.5+t9.5
カラー合板t2.5　パネル式

火気使用室の場合は準不燃以上仕上げ

アルミサッシ　引き違い窓

掲示板（H1,200*W3,600）
梁行間仕切

防火界壁：両面石膏ボードt12.5+t9.5

＊化粧ボードとする　

内部（断）グラスウールｔ50

セフティハンガー40個@130：1教室

又は

又は

＊内部（断）グラスウールｔ50

ﾊﾟﾈﾙ工法(外壁ﾊﾟﾈﾙ同等)

両面化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(t≧9.5)

ﾌﾟﾘﾝト合板ｔ4.0ﾊﾟﾈﾙ式

束／木：75*75@910
根ｶﾞﾗﾐ：@1,820

ｺﾝｸﾘｰﾄ束石：@910

軒樋□120　塩ビ

竪樋φ75　塩ビ

アルミサッシ　引き違い窓

消防有効開口のみ網入りガラスt6.8

落下防止手すり

外壁=パネル工法

外側：カラー鉄板t0.35
内部：硬質ポリウレタンフォームt22

内側：塩ビ鋼板t0.35

アルミサッシ　引き違い窓

外側：カラー鉄板t0.35

内部：硬質ポリウレタンフォームt22

内側：塩ビ鋼板t0.35

外壁=パネル工法

水切カラー鉄板t0.27

雨水枡設置し接続
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トーメイt4～5　学校用強化ガラス又は同等の強化ガラス
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トーメイt4～5　学校用強化ガラス又は同等の強化ガラス

アルミサッシ　引き違い窓

トーメイt4～5　学校用強化ガラス又は同等の強化ガラス

消防有効開口のみ網入りガラスt6.8
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設計番号

図面番号縮尺

特記事項

図面名称

工事名称

仙台市教育局総務企画部学校施設課

設計年月日 平成　年　月

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

既設受変電設備単線結線図（参考） E - 1



設計番号

図面番号縮尺

特記事項

図面名称

工事名称

仙台市教育局総務企画部学校施設課

設計年月日 平成　年　月

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

E - 2既設構内配電線路図（参考）



設計番号

図面番号縮尺

特記事項

図面名称

工事名称

仙台市教育局総務企画部学校施設課

設計年月日 平成　年　月

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

既設校舎防犯警報設備図（参考） E - 3



設計番号

図面番号縮尺

特記事項

図面名称

工事名称

仙台市教育局総務企画部学校施設課

設計年月日 平成　年　月

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

E - 4既設校舎校内ＬＡＮ設備系統図（参考）



設計番号

図面番号縮尺

特記事項

図面名称

工事名称

仙台市教育局総務企画部学校施設課

設計年月日 平成　年　月

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

E - 5既設校舎１階校内ＬＡＮ設備配線図（参考）



設計番号

図面番号縮尺

特記事項

図面名称

工事名称

仙台市教育局総務企画部学校施設課

設計年月日 平成　年　月

仙台市立袋原小学校仮設校舎賃貸借

E - 6既設屋外照明設備図（参考）




